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１．大気汚染防止法の目的 
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい

煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制すること等によって、大気汚染の防止

を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること等を目的としています。 

したがって、この法律には、規制の対象となる施設や作業、届出の内容、排出基準

及び作業基準並びに罰則等が定められています。 

 

２．特定粉じん（石綿）に関する規制について 
石綿（アスベスト）は、昭和３０年頃から使われ始め、安価で耐火性、耐熱性、防

音性など多様な機能を有していることから、建築材料として、様々な建築物等に広く使

用されてきました。 

しかし、石綿の暴露後数十年を経て発症する中皮腫や肺がん等の重篤な疾病による

健康被害が社会問題となり、石綿を使用する製品の製造が順次禁止されるとともに、石

綿を使用した建築物の解体工事等に伴う暴露防止や一般大気環境中への飛散防止対策

の強化が図られてきました。 

 

大気汚染防止法では、建築物・工作物を解体する際の石綿飛散防止のため、石綿使

用の有無の事前調査や石綿除去作業の際の作業基準などを規定しています。 

 

３．解体等工事に係る事前調査及び説明等について 

建築物の解体等工事※１の元請業者又は自主施工者は、当該工事が特定工事※２に該

当するか否かの調査を行わなければなりません。また、解体等工事の元請業者は発注

者に書面を交付して、事前調査の結果を説明しなければなりません。 

なお、令和５年１０月１日からは次の資格者等が調査を実施することが義務づけら

れます。 

～事前調査を行うことができる者～ 

① 特定建築物石綿含有建材調査者（特定調査者） 

② 一般建築物石綿含有建材調査者（一般調査者） 

③ 一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て等調査者） 

④ 令和５年９月30日以前に（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前

調査を行う時点においても引き続き登録されている者。 

※１：解体等工事：建築物等の解体・改造・補修作業を伴う建設工事 

※２：特定工事：特定粉じん排出等作業を伴う建設工事 

 

この他に、解体等工事の元請業者又は自主施工者には、次のことを実施することが

義務づけられています。 

・ 事前調査に関する記録を作成すること。 

・ 「事前調査に関する記録」及び「発注者への説明で使用した書面」の写しを３

年間、保管すること。 

・ 「事前調査に関する記録」の写しを解体等工事現場に備え置くこと。 

また、解体工事の発注者は、調査に要する費用を適正に負担する等、受注者の調査

に協力しなければなりません。 
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～ 受注者が発注者に書面で説明する事項 ～ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．事前調査結果の掲示について 

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事を施工する時は、調査の結果

等を解体等工事の場所において公衆に見やすい箇所に掲示板を設けて掲示しなければ

なりません（A3 横 42.0cm×縦 29.7cm 以上）。 

なお、当該掲示は解体等工事を開始する前までに行ってください。 

この掲示は、特定工事に該当しない場合においても、掲示する必要があります。 

 

～掲示する事項～ 

＜共通事項＞ 

・特定工事に該当するか否かの事前調査の結果 

・解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに 

法人にあっては代表者の氏名 

・事前調査を終了した日 

・事前調査の方法 

・解体等工事が特定工事に該当する場合、特定建築材料の種類 

 

＜特定工事に該当する場合＞ 

・発注者と元請業者の氏名等 

・届出年月日と届出先（届出対象特定工事の場合） 

・元請業者の現場責任者の氏名と連絡場所 

・特定粉じん排出等作業の実施期間と方法 

※上記内容を石綿障害予防規則に基づく掲示に追記する形で差し支えありません。 

  

石綿なしの場合 特定工事（レベル３建材）の場合
届出対象特定工事（レベル１と２建
材）の場合

・特定工事に該当するか否かの調査
結果

・特定工事に該当するか否かの調査
結果

・特定工事に該当するか否かの調査
結果

・事前調査を終了した年月日 ・事前調査を終了した年月日 ・事前調査を終了した年月日

・事前調査の方法 ・事前調査の方法 ・事前調査の方法

○特定建築材料の種類、使用箇所及
び使用面積

○特定建築材料の種類、使用箇所及
び使用面積

○特定粉じん排出等作業の種類、実
施期間及び方法

○特定粉じん排出等作業の種類、実
施期間及び方法

○特定工事の工程の概要 ○特定工事の工程の概要

○元請業者又は自主施工者の現場責
任者の氏名及び連絡場所

○元請業者又は自主施工者の現場責
任者の氏名及び連絡場所

◎建築物等の概要、配置図及び付近
の状況

◎下請人が特定粉じん排出等作業を
実施する場合、下請人の現場責任者
の氏名及び連絡場所

「特定粉じん排出等作業
実施届出書」の提出が必
要な場合、説明は解体等
工事の開始１４日前まで
に、同届出が不要な場合
は、解体等工事の開始日
までに説明する必要があ
ります。 
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石綿含有吹付け材等の除去等を含む作業がある場合の記載例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材の除去等作業（届出非対象）記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石綿使用なしの場合の記載例 

掲示の記載例 
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５．特定粉じん排出等作業実施届出について 
  吹付け石綿及び石綿を含有する断熱材等※３が使用されている建築物及び工作物を

解体、改造、又は補修する作業を行う場合、工事の発注者又は自主施行者は、届出対

象となる特定粉じん排出等作業の開始の日の１４日前までに、「特定粉じん排出等

作業実施届出書」を作業場所の所在地を管轄する林務環境事務所等（９ページ参照）

に届出てください。 
※３：石綿を含有する断熱材等：石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材 

 
特定粉じん排出等作業実施届出が必要となる特定建築材料の具体例 

特定建築材料の種類 建築材料の具体例 使用箇所の例（使用目的） 

吹付け石綿 吹付け石綿 
石綿含有吹付けﾛｯｸｳｰﾙ（乾式・湿式） 
石綿含有ひる石吹付け材 
石綿含有パーライト吹付け材 

壁、天井、鉄骨 
（防火、耐火、吸音性等の確保） 

石綿を含有する断熱 
（吹付け石綿を除く） 

屋根用折板裏断熱材 
煙突用断熱材 

屋根裏、煙突 
（結露防止、断熱） 

石綿を含有する保温材 
（吹付け石綿を除く） 

石綿保温材 
石綿含有けいそう土保温材 
石綿含有パーライト保温材 
石綿含有けい酸カルシウム保温材 
石綿含有ひる石保温材 
石綿含有水練り保温材 

ボイラー、化学プラント、焼却
炉、ダクト、配管の曲線部（保
温） 

石綿を含有する 
耐火被覆材 
（吹付け石綿を除く） 

石綿含有耐火被覆材 
石綿含有けい酸カルシウム板第二種 
石綿含有耐火被覆塗り材 

鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベ
ーター 
（吹付け石綿の代わりとして耐

火性能の確保、化粧目的） 

なお、特定粉じん排出等作業の開始の日とは、除去に係る一連の作業の開始日です。

具体的には、除去に先立ち作業区画の隔離や、集じん・排気装置の設置等の飛散防止の

ための作業を開始する日です。 

 

・届出様式 

様式第３の５（１０ページからの記入例、記入要領を参照してください） 

 

２件以上の特定粉じん排出等作業が、同一の建築物その他工作物、同一の工場又．は同一の事

業場で行われる場合には一つの届出書によって届出をすることができます。この場合は、１つ

の作業ごとに別紙を作成してください。 

 

・届出部数 

 ２部（うち１部は届出者の控えとなります） 

図面等の大きな用紙は折り畳んで、Ａ４版（届出様式の大きさ）に統一してください。 
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特定工事の手順例 

  
発注者 受注者（元請）

仮工事請負契約（または特定工事の費用別途）

情報提供 事前調査

発注者への書面説明
特定粉じん排出等作業実施届出

（作業開始の14日前まで）

特定工事の詳細見積り

本契約または清算変更契約（特定工事の適正費用計

事前調査結果の掲示

解体等工事の着工

特定粉じん排出等作業の実施

事前調査結果の報告

（作業開始前まで）
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６．作業基準について 
  特定粉じん排出等作業については、『作業基準』が定められています。 

 作業基準を遵守していない場合、知事は作業基準の適合又は作業の一時停止を命じる

ことができます。 

 （大気汚染防止法施行規則 第１６条の４ 及び 別表第７） 

 作業の種類 作業等の基準 

施 

行 

規 

則 

 

十 

六 

条 

の

四 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての特定粉じん排出等作

業 

一 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉

じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん

排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき当該特定粉じん排出等作

業を行うこと。 

イ 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 

その代表者の氏名 

ロ 特定工事の場所 

ハ 特定粉じん排出等作業の種類 

ニ 特定粉じん排出等作業の実施の期間 

ホ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定 

建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積 

ヘ 特定粉じん排出等作業の方法 

ト 第十条の四第二項各号に掲げる事項 

 

二 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉

じん排出等作業を行う場合は、公衆の見やすい場所に次に掲げる要件を

備えた掲示板を設けること。 

イ 長さ四十二・〇センチメートル、幅二十九・七センチメートル以上

又は長さ二十九・七センチメートル、幅四十二・〇センチメートル以

上あること。 

ロ 次に掲げる事項を表示したものであること。 

（１）特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

（２）当該特定工事が届出対象特定工事に該当するときは、法第十八条

の十七第一項又は第二項の届出年月日及び届出先 

（３）第十条の四第二項第三号並びに前号ニ及びヘに掲げる事項 

 

三 特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は、特定工事における

施工の分担関係に応じて、当該特定工事における特定粉じん排出等作業

の実施状況（別表第七の一の項中欄に掲げる作業並びに六の項下欄イ及

びハの作業を行うときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定す

る確認をした年月日、確認の方法、確認の結果（確認の結果に基づいて

補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。）及び確認し

た者の氏名を含む。）を記録し、これを特定工事が終了するまでの間保

存すること 

 

四 特定工事の元請業者は、前号の規定により各下請負人が作成した記録

により当該特定工事における特定粉じん排出等作業が第一号に規定する

計画に基づき適切に行われていることを確認すること。 

 

五 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定建

築材料の除去、囲い込み又は封じ込め（以下この号において「除去等」

という。）の完了後に（除去等を行う場所を他の場所から隔離したとき

は、当該隔離を解く前に）、除去等が完了したことの確認を適切に行う

ために必要な知識を有する者に当該確認を目視により行わせること。た

だし、解体等工事の自主施工者である個人（解体等工事を業として行う

者を除く。）は、建築物等を改造し、又は補修する作業であつて、排出

され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建

設工事を施工する場合には、自ら当該確認を行うことができる。 
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別

表

第

七 

 

一 

の

項 

特定建築材料が使用されて

いる建築物等を解体する作

業のうち、吹付け石綿及び

石綿含有断熱材等を除去す

る作業（次項又は五の項に

掲げるものを除く。） 

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている

特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ず

ること。 

 イ 特定建築材料の除去を行う場所（以下「作業場」という。）を他の場

  所から隔離すること。隔離に当たつては、作業場の出入口に前室を設置

  すること。 

 ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本産業規格

  Ｚ八一二二に定めるＨＥＰＡフィルタを付けた集じん・排気装置を使用

  すること。 

 ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の

  除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常

  に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合

  は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 

 ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作業

  場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合

  は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 

 ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 

 ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の

  除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、及び特定建築材料の除去を

  行う日の当該除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更し

  た場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要

  がある場合に随時、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じ

  んを迅速に測定できる機器（※）を用いることにより集じん・排気装置

  が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該

  除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずるこ 

と。 

 ト 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築

  材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散

  布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行った上

  で、特定粉じんが大気中へ排出され、又は飛散するおそれがないことを

  確認すること。 

（※）粉じんを迅速に測定できる機器：デジタル粉じん計、パーティクル

 カウンター、リアルタイムファイバーモニター等 

別

表

第

七 

 

二

の

項 

特定建築材料が使用されて

いる建築物等を解体する作

業のうち、石綿含有断熱材等

を除去する作業であつて、特

定建築材料をかき落とし、切

断又は破砕以外の方法で除

去するもの（五の項に掲げる

ものを除く。） 

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材

料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 

イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 

ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 

ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部

分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の

清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 

別

表

第

七 

 

五

の

項 

特定建築材料が使用されて

いる建築物等を解体する作

業のうち、人が立ち入るこ

とが危険な状態の建築物等

を解体する作業その他の建

築物等の解体に当たりあら

かじめ特定建築材料を除去

することが著しく困難な作

業 

作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置

を講ずること。 
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別

表

第

七 

 

六

の

項 

特定建築材料が使用されて

いる建築物等を改造・補修す

る作業のうち、吹付け石綿及

び石綿含有断熱材等に係る

作業 

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特

定建築材料を除去若しくは囲い込み等を行うか、又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を講ずること。 

イ 特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕により除去する場合は一の項下欄

イからトまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する

場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。 

ロ 特定建築材料の囲い込み等を行うに当たつては、当該特定建築材料の劣化状

態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合又は下地との接着が不良

な場合は、当該特定建築材料を除去すること。 

ハ 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等（これらの建

築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。）を行う場合又は吹付け石綿の封じ

込めを行う場合は、一の項下欄イからトまでの規定を準用する。この場合にお

いて、「除去する」とあるのは「囲い込み等を行う」と、「除去」とあるのは

「囲い込み等」と読み替えることとする。 

 

７．罰則について 
必要な届出をしない、又は作業基準適合命令等に従わなかった者等に対する罰則の

規定があります。 

違反内容 罰則 

作業基準適合命令等に違反した場合 ６ヶ月以下の懲役又は５０万円以下の罰金 

（大気汚染防止法第３３条の２第１項第２号） ① 届出に係る特定粉じん排出等作業の

方法に関する計画の変更命令に違反

した場合 

② 作業基準適合命令に違反した場合 

特定粉じん排出等作業の実施の届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした場合 

３ヶ月以下の懲役又は３０万円以下の罰金 

（大気汚染防止法第３４条第１号） 

 
８．立入検査の実施について 

作業基準の適合状況等を確認するため、作業期間内（主に隔離養生が終了し除去作

業等を開始する前の段階において）に職員が立入検査を行います。 
 
９．環境調査について 

特定粉じん排出等作業の隔離空間からの石綿の漏えい監視のための石綿濃度の測

定は、施工事業者の自主的な取り組みとして、石綿飛散防止対策の効果を自ら点検し、

その改善を図っていくという意味で有意義です。 
 

測定場所と測定を行う時期の例 

測定場所 測定を行う時期 

敷地境界（４箇所） 作業前、除去作業中 

集じん・排気装置排出口 装置の稼働時 

セキュリティゾーンの入り口 除去作業中 

施工区画内 隔離シート撤去前 

 

測定方法は、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対

策徹底マニュアル（厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気

環境局大気環境課）」を参照してください。 
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１０．測定結果等の報告について 
特定粉じん排出等作業の終了後速やかに、実施した環境調査の結果について林務

環境事務所等へ報告してください。 

 

１１．緊急時の対応措置について 
緊急時の対応措置や連絡体制については、予め定めておいてください。 

また、作業期間中に高濃度の環境測定結果（石綿繊維数濃度１本/L を超える値）

が判明した場合や、集じん排気装置等の異常が認められた場合は直ちに除去作業を中

止し必要な対応措置を講ずるとともに、林務環境事務所等へ報告してください。 

 

１２．届出書の提出先 
  大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業の届出書の提出先は、作業場所の所

在地を管轄する林務環境事務所です。 

 ただし、作業場所が甲府市内の場合は、甲府市環境部に提出してください。 

担 当 課 名 管 轄 市 町 村 

 中北林務環境事務所 環境・エネルギー課 

 【韮崎市本町4-2-4  北巨摩合同庁舎４階】 

  TEL：0551(23)3090    FAX：0551(23)3097 

 韮崎市、南アルプス市、北杜市、 

甲斐市、中央市、昭和町 

 峡東林務環境事務所 環境・エネルギー課 

 【甲州市塩山上塩後1239-1  東山梨合同庁舎３階】 

   TEL：0553(20)2739      FAX：0553(20)2728 

 山梨市、笛吹市、甲州市 

 峡南林務環境事務所 環境・エネルギー課 

 【西八代郡市川三郷町高田111-1西八代合同庁舎２階】 

  TEL：055(240)4141  FAX：055(240)4189 

 市川三郷町、 早川町、 身延町、 

南部町、富士川町 

 富士・東部林務環境事務所 環境・エネルギー課 

 【都留市田原2-13-43 南都留合同庁舎３階】 

   TEL：0554(45)7811     FAX：0554(45)7807 

富士吉田市、都留市、大月市、 

上野原市、道志村、西桂町、忍野村、 

山中湖村、鳴沢村、 富士河口湖町、 

小菅村、丹波山村 

甲府市環境部環境総室 環境保全課 

【甲府市上町601-4  環境センター管理棟１階】 

   TEL：055(241)4312      FAX：055(241)6190 

甲府市 
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届出書の記入例 

様式第３の５ 
特定粉じん排出等作業実施届出書 

① ○○年○月○日  
          ② 
 山梨県知事  ○○ ○○ 殿 
                       ③   ○○市○○１－２－３ 

届出者 株式会社 山梨○○               
                           代表取締役社長○○○○ 

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 
電話番号 055-○○○-○○○○ 

 吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材若しくは耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業を実施するので、

大気汚染防止法第１８条の１７第１項（第２項）の規定により、次のとおり届け出ます。 

届出対象特定工事の場所 ●●市◆◆◆４－５－６ 

(特定工事の名称)山梨○○事業所解体に伴う石綿除去工事 
届出対象特定工事の元請業者

の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては、その代表者

の氏名 

株式会社△△建設工業 

代表取締役社長 △△△△ 

●●市△△７－８－９ 

特定粉じん排出等作業の種類 大気汚染防止法施行規則別表第７ 

 １の項 建築物等の解体作業（次項又は５の項を除く） 
 ２の項 建築物等の解体作業のうち、石綿を含有する断熱材、保温材又は耐火

被覆材を除去する作業（掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で特

定建築材料を除去するもの）（５の項を除く） 
 ５の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業 
  ６の項  改造・補修作業            １  (件) 

特定粉じん排出等作業の実施

の期間 
自   ○○年○月○○日 
至   ○○年○月△△日 

※ 整 理 番 号  
※ 受 理 年 月 日  

特定建築材料の種類 １ 吹き付け石綿 
２ 石綿を含有する断熱材 
３ 石綿を含有する保温材 
４ 石綿を含有する耐火被覆材 

※ 審 査 結 果  

特定建築材料の使用箇所 見取図のとおり。 
特定建築材料の使用面積     １００  m2 
特定粉じん排出等作業の方法 別紙のとおり。 

 

参 

 

考 

 

事 

 

項 

特定粉じん排出等作業の

対象となる建築物等の概

要 

建築物（耐 火・準耐火・その他） 
延べ面積 １４００ m2(２階建) 

※備 考  

その他の工作物 

特定工事を施工する者の

現場責任者の氏名及び連

絡場所 

株式会社△△建設工業 

●●営業所長 □□ 

●●市□□１－１－１ 
             電話番号 ０５５－□□□－□□□□ 

下請負人が特定粉じん排

出等作業を実施する場合

の当該下請負人の現場責

任者の氏名及び連絡場所 

◇◇塗装株式会社 □□市◇◇１２３４ 

現場責任者 ◇◇◇◇ 
                          電話番号 ０５５－◇◇◇－◇◇◇◇ 

携帯電話 ０９０－××××－×××× 
 備考 １ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分の見取図を添付すること。見取図は、主要寸法及び 

特定建築材料の使用箇所を記入すること。 
    ２ 参考事項の欄に掲げる事項は必須の記載事項ではないが、同欄に所定の事項を記載した場合は、同欄を 

もつて、大気汚染防止法施行規則第１０条の４第２項第１号に規定する事項のうち特定粉じん排出等
作業の対象となる建築物等の概要及び同項第３号及び第４号に規定する事項を記載した書類とみなす。 

    ３ ※印の欄には、記載しないこと。 
    ４ 届出書、見取図及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４と 

すること。 

⑫ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑬ 

⑭ 

④ 
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記入要領（様式第３の５・大気汚染防止法関係） 

① 届出年月日 

 ・ 届出書を提出する日を記入する。 

 

② 宛名 

 ・ 山梨県知事の氏名を記入する。 

 

③ 届出者 

・ 届出者は、工事の発注者または自主施工者 

 ・ 届出者が個人の場合は、氏名※、住所及び電話番号を記入する。 

   届出者が法人の場合は、法人の名称、住所（登記されているもの）及び電話番号

並びに代表者の氏名※を記入する。 

 ※ 氏名の記載に当たっては、旧姓の記載又は旧姓の併記（戸籍氏に加えて旧姓を記

載すること。）ができる。 

  （併記の例）地球太郎が環境太郎に改姓した場合：環境[地球] 太郎 

 

＜押印について＞ 

押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令（令

和２年環境省令第３１号）が令和２年12月28日に公布され、同日から施行されたこと

から、押印は不要となりました。 

なお、それまで押印をもって本人確認をすることとしていた書面等については、手

続きの性質を踏まえ、以下に記載する「押印が求められている趣旨を代替する手段」

によって、本人確認をします。 

〇押印が求められている趣旨を代替する手段の例 

・継続的な関係がある者のeメールアドレスや既登録eメールアドレスからの提出  

・本人であることが確認されたeメールアドレスからの提出 

・ID/パスワード方式による認証 

・本人であることを確認するための書類（マイナンバーカード、運転免許証、

法人登記書類、個人・法人の印鑑証明等）のコピーや写真の電子ファイルで

の添付 

・他の添付書類による本人確認 

・電話やウェブ会議等による本人確認 

・署名を用いた文書ソフトの活用（電子ペン等を用いたPDFへの自署機能の活用等） 

・実地調査等の機会における確認 

 

 ・ 届出者が法人の場合で、代表者が代表権を有していない場合は、代表権を有して

いる者から当該代表者への委任状の添付が必要である。（当該代表者への委任状が

添付されている場合であっても、届出者の名称及び住所には、登記されている法人

（本社、本店等）の名称及び住所を記入すること。） 
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④ 届出区分 

 ・ 該当しないものを線で消すなどして、届出区分を明示する。なお、届出区分は次

のとおり。 

        通常の工事の場合：大気汚染防止法第１８条の１７第１項 

        災害など緊急時の場合：大気汚染防止法第１８条の１７第２項 

 

⑤ 特定工事の場所 

 ・ 特定粉じん排出等作業を実施する場所及び特定工事の名称を記入する。 

 

⑥ 特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所等 

・ 発注者から特定工事を請け負う受注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者の氏名を記入する。 

 

⑦ 特定粉じん排出等作業の種類 

 ・ 該当する作業に○印を付ける。各項の具体的な作業の内容は、次表のとおり。 

 １の項 

建築物等の解体作業に伴って、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作

業で、掻き落とし、切断等を伴う作業  

２の項 

  建築物等の解体作業に伴って、掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法（手 

 ばらし等）で、石綿含有断熱材等を除去する作業 

５の項 

  建築物等の解体作業にあたり、倒壊するおそれがあるなど立ち入ることが不

可能な現場での特定建築材料の除去作業（解体後に除去する場合を含む。）   

６の項 
  建築物等の解体を伴わない吹付け石綿及び石綿含有断熱材等の除去作業及

び封じ込め、囲い込みの作業 

 

⑧ 特定粉じん排出等作業の実施の期間 

  ・ 当該特定粉じん排出等作業に係る工事の開始年月日及び終了年月日を記入する。 

   なお、工事の開始年月日及び終了年月日は次の日となる。 

    工事の開始日：養生作業等に着手する日であり、大気汚染防止法第１８条の 

１７第２項の場合以外は届出日から１４日以降となる。（例え

ば４月１日に届出を行った場合、工事の開始日は４月１６日以

降となる。） 

    工事の終了日：養生などを解いて除去作業が終了する日 
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⑨ 特定建築材料の種類 

  ・ 特定建築材料の種類の区分は次表を参照して○印を付ける。 

 

区  分 建築材料の具体例 

吹付け石綿 
①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール（乾式・湿式）、 

③石綿含有ひる石吹付け材、④石綿含有パーライト吹付け材 

石綿を含有する断熱材 

（吹付け石綿を除く。） 
①屋根用折版裏断熱材、②煙突用断熱材 

石綿を含有する保温材 

（吹付け石綿を除く。） 

①石綿保温材、②石綿含有けいそう土保温材、 
③石綿含有パーライト保温材、④石綿含有けい酸カルシウム保温材 
⑤石綿含有ひる石保温材、⑥石綿含有水練り保温材 

石綿を含有する耐火被覆材
（吹付け石綿を除く。） 

①石綿含有耐火被覆板、②石綿含有けい酸カルシウム板第二種、 

③石綿含有耐火被覆塗り材 

 

⑩ 特定建築材料の使用箇所 

  ・ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分の見取図（主要寸法、特定建

築材料の使用箇所を記入）を添付する。 

 

⑪ 特定建築材料の使用面積 

 ・ 特定建築材料が使用されている（覆われている）面積を記載する。 

   なお、使用している部分の面積は天井面、壁面、鉄骨の被覆部分等の合計であり、

床面積ではないので注意する。 

 

⑫ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要 

  ・ 対象となる建築物等が建築物の場合、耐火構造等の区分に○印を付け、建築物の

延べ床面積及び階数を記入する。建築物以外の場合、その他工作物の箇所に○印を

付ける。 

 

⑬ 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所 

  ・ 当該特定工事を実施する現場責任者の氏名並びに現場事務所の所在地及び電話番

号を記入する。現場事務所等がない場合は、現場責任者の携帯電話の番号等の連絡

先を記入する。 

 

⑭ 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏

名及び連絡場所 

  ・ 当該工事を届出者が下請けに出す場合は、当該下請負人について⑬と同様に記載

する。 
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別紙 

特定粉じん排出等作業の方法 
 

① 特定粉じん排出作業における 

措置 

 除去・囲い込み・封じ込め・その他 

特定粉じん排出等作業の方法が
大気汚染防止法第18条の19各号
に掲げる措置により行うもので
ないときは、その理由 

 

集
じ
ん
・
排
気
装
置 

 ② 種類・型式・設置数 集じん排気装置  ○○社 MCA100M型  １台 

 ③ 排気能力(m3／min) 
 ３０ｍ３ ／min (１時間当たり換気回数 ６回) 
 隔離区画容積：３００ｍ３ 

 ④ 使用するフィルタの種類及び
その集じん効率(％) 

  ＨＥＰＡフィルタ 
  ９９．９７％ 

 ⑤ 
 使用する資材及びその種類 

 隔離壁用プラスチックシート、隔離床用プラスチックシート、湿潤材 
 ：アスシールSi３液他 
 （詳細は別添施工計画表参照） 

⑥ その他の特定粉じんの排出又は
飛散の抑制方法 

 

 

備考 １本様式は、特定粉じん排出等作業ごとに作成すること。 

２使用する資材及びその種類の欄には、湿潤剤・固化剤等の薬液、隔離用のシート・接着テープ等の特定粉じん排出等 

作業に使用する資材及びその種類を記載すること。 

３その他の特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法の欄には、大気汚染防止法施行規則別表第７に規定する「同等以上の 

効果を有する措置」の内容、散水の方法、囲い込み又は封じ込めの方法等を記載すること。 

４作業場の隔離又は養生の状況、前室及び掲示板の設置状況を示す見取図を添付すること。見取図は、主要寸法、隔離 

された作業場の容量（m3）並びに集じん・排気装置の設置場所及び排気口の位置を記入すること。 

 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

記入要領（様式第３の５の別紙・大気汚染防止法関係）及び必要な添付書類 

 

① 特定粉じん排出作業における措置 

  ・  該当する作業に○印を付ける。 

  なお、届出書の⑦特定粉じん排出等作業の種類欄で６の項以外の場合の処理方法は「除去」の 

みとなり、届出書の⑦特定粉じん排出等作業の種類欄で６の項の場合は全ての措置が選択可能

である。 

② 種類・型式・設置数 

 ・ 集じん機、排気装置の種類、形式（型番等）、設置する台数を記載する。 

③ 排気能力(m3／min) 

・ 排気装置の排気能力を毎分の排気空気量及び隔離区画内の空気を一時間当たりに換気する回数

を記載する。複数台設置する場合は排気空気量については個別装置ごと及び合計値を記載し、換



 

- 15 - 

 

気回数については合計値を記載する。なお、換気回数は次によって求めるものとする。 

排気装置一台あたりの排気能力（m3／min）×台数＝排気能力（m3／min） 

６０÷（施工区画の容積（m3）÷排気能力（m3／min））＝換気回数（毎時） 

④ 使用するフィルタの種類及びその集じん効率(％) 

  ・ フィルタの種類及び集じん効率を記載する。 

⑤  使用する資材及びその種類 

・ 湿潤剤・固化剤等の薬液、隔離用のシート・接着テープ等の資材をメーカー名品番など具体 

的に記載する。 

⑥ その他の特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法 

 ・ 除去作業実施にあたり隔離、湿潤化以外の方法で飛散を抑制した場合にはその方法（グロー

ブバッグの使用など）の概略を記載する。 

 

◆ 届出書に添付が必要な書類 

 ・ 届出書に添付が必要な書類は、次表のとおりであり、併記できるものについては、同一書類

に記入しても良い。 

 ・ 書類は、図面等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４版で作成する。 
 

種類 NO 事     項 記 載 内 容 等 

 法施行規 

 則第１０ 

 条の４第 

 ２項に定 
 める事項 
 に係る書 
 類 

１ 
特定粉じん排出等作業の対象とな
る建築物等の概要 

○延べ面積、耐火建築物・準耐火建築物・
その他の建築物の別を明記したもの 

２ 

 特定粉じん排出等作業の対象とな
る建築物等の配置図及び付近の状
況 

 

３ 
 特定粉じん排出等作業の工程を明
示した特定工事の工程の概要 

 

４ 
 特定工事を施工する者の現場責任
者の 氏名及び連絡場所 

 

５ 

下請負人が特定粉じん排出等作業
を実施する場合の当該下 請負人の
現場責任者の氏名及 び連絡場所 

 
 

 

 様式第３ 

 の５又は 

 別紙の備 

 考により 

 添付が必 

 要な書類 

６ 
 特定粉じん排出等作業の対象 

 となる建築物等の部分の見取図 

○主要寸法、特定建築材料の使用箇所を 

記入したもの 

７ 

 作業場の隔離又は養生の状況、 

 前室及び掲示板の設置状況を 

 示す見取図 

○主要寸法、隔離された作業場所の容量 

 （m3）、集じん・排気装置の設置場所、 

 排気口及び掲示板の位置を記入したもの 

 その他 ８  その他審査に必要な参考書類 ○必要に応じて提出 

   備考１ ＮＯ１、ＮＯ４及びＮＯ５の事項については、届出書様式中に「参考事項」として記入欄が設けられており、そ

こに記入することで添付書類に代えることができる。 

２ ＮＯ７の事項における掲示板に表示しなければならない事項は、次のとおりである。 

(１) 法第１８条の１７第１項又は第２項の届出年月日及び届出先、届出者の氏名又は名称及び住所並 

びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(２) 特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の名称 

(３) 特定粉じん排出等作業の実施期間 

(４) 特定粉じん排出等作業の方法 

(５) 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所 


